
１ 当院は、厚⽣労働⼤⾂が定める施設基準に基づいて診療を⾏っている保険医療機関です。
２ ⼊院基本料に関する事項

（1）病棟において、届出を⾏っている⼊院基本料は以下のとおりです。
① 急性期⼀般⼊院料３（看護職員１０対１以上）

時間帯毎の配置は次のとおりです。

② 地域包括医療病棟⼊院料（看護職員１０対１以上）
時間帯毎の配置は次のとおりです。

③ 回復期リハビリテーション病棟⼊院料２（看護職員１３対１以上）
時間帯毎の配置は次のとおりです。

（2）当院においては、患者様の負担による付添看護を⾏っておりません。
３ ⼊院診療計画書、院内感染防⽌対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準

４ 施設基準等の届出事項
（1）基本診療料

〇⼀般病棟⼊院基本料（急性期⼀般⼊院基本料３） 〇感染対策向上加算１
〇救急医療管理加算 指導強化加算
〇診療録管理体制加算３
〇医師事務作業補助体制加算１（３０対１） 〇患者サポート体制充実加算
〇急性期看護補助体制加算（２５対１、５割以上） 〇後発医薬品使用体制加算１

夜間１００対１急性期看護補助体制加算 〇バイオ後続品使用体制加算
夜間看護体制加算 〇病棟薬剤業務実施加算１
看護補助体制充実加算１ 〇データ提出加算２

〇看護職員夜間配置加算（１６対１） 〇⼊退院支援加算１
〇重症者等療養環境特別加算 〇認知症ケア加算２
〇栄養サポートチーム加算 〇せん妄ハイリスク患者ケア加算
〇医療安全対策加算１ 〇地域医療体制確保加算

（2）特定⼊院料
〇地域包括医療病棟⼊院料 〇回復期リハビリテーション病棟⼊院料２

看護補助体制加算（５０対１）
看護補助体制充実加算1
看護職員夜間１６対１配置加算1

（3）特掲診療料
〇がん性疼痛緩和管理指導料 〇外来化学療法加算１
〇がん患者指導管理料イ、ロ、ハ 〇無菌製剤処理料
〇⼆次性骨折予防継続管理料１、２、３ 〇脳⾎管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
〇夜間休⽇救急搬送医学管理料の注3に規定 〇運動器リハビリテーション料（Ⅰ）

厚⽣労働⼤⾂が定める掲⽰事項（令和7年3⽉1⽇現在）

・⽇勤（8︓30〜17︓15）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は ５⼈以内
・夜勤（16︓30〜9︓00）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は１１⼈以内

・⽇勤（8︓30〜17︓15）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は ７⼈以内
・夜勤（16︓30〜9︓00）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は１３⼈以内

・夜勤（16︓30〜9︓00）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は１２⼈以内

当院では、⼊院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、７⽇以
内に⽂書によりお渡ししております。また、厚⽣労働⼤⾂が定める院内感染防⽌対策、医療安全管理体制、
褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

・⽇勤（8︓30〜17︓15）は看護職員１⼈当たりの受け持ち数は ８⼈以内



する救急搬送看護体制加算１ 〇呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）
〇外来腫瘍化学療法診療料１ 〇⼈工腎臓

連携充実加算 導⼊期加算１
がん薬物療法体制充実加算 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

〇がん治療連携指導料 透析液水質確保加算
〇肝炎インターフェロン治療計画料 慢性維持透析濾過加算
〇薬剤管理指導料 〇ストーマ合併症加算
〇医療機器安全管理料１ 〇ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
〇在宅患者訪問看護・指導料の注２ 〇早期悪性腫瘍⼤腸粘膜下層剥離術
〇在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に 〇胃瘻造設術
規定する遠隔モニタリング加算 〇輸⾎管理料Ⅱ
〇検体検査管理加算（Ⅱ） 輸⾎適正使用加算
〇コンタクトレンズ検査料１ 〇⼈工肛門・⼈工膀胱造設術前処置加算
〇ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 〇胃瘻造設時嚥下機能評価加算

〇酸素の購⼊単価
（4）その他

〇看護職員処遇改善評価料５０ 〇外来・在宅ベースアップ評価料（1）
〇⼊院ベースアップ評価料６９

（5）⼊院時⾷事療養費
〇⼊院時⾷事療養（Ⅰ）

５ ⼊院時⾷事療養に関する関する事項

６ 明細書の発⾏状況に関する事項

７ 特別の療養環境の提供に関する事項
特別療養環境室（特別室）の利用を希望される⽅は、申込書が必要になりますのでお申し出ください。

特別室（⼀般） １床 ５，５００円
１床室（⼀般） １７床 ３，３００円
２床室（⼀般） ４床 ２，２００円
１床室（回復期リハ） ４床 １，８７０円
２床室（回復期リハ） ２床 １，３２０円

８ 保険外負担に関する事項

紙おむつ代 １枚につき １５円〜１１０円
病衣（寝間着） １⽇につき ７７円
診察券再発⾏料 １枚につき １１０円
診断書、証明書 １件につき ２，２００円〜１１，０００円
⾃動⾞料 １ｋｍにつき ５５円
テレビカード １枚につき １，0００円
交通事故⾃賠責扱い診療費 １点につき ２０円
情報開⽰ 診療録写し １枚につき １１円

画像データCD作成 １枚につき ３，３００円

当院では下記項目の費用について、使用量や利用回数に応じて実費の負担をお願いしております。

当院では⼊院時⾷事療養（Ⅰ）の届出を⾏っており、管理栄養⼠によって管理された⾷事を適時（⼣⾷は午
後６時以降）、適温で提供しています。

当院では領収証の発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発⾏しております。な
お、明細書には使用した薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載されるものですので、その点をご理解いた
だき、ご家族が代理で会計を⾏う場合のその代理の⽅への発⾏を含めて、明細書の発⾏を希望されない⽅
は、会計窓口にてその旨お申し出ください。



９ ⼊院期間が180⽇を超える⼊院に関する事項
⼊院基本料の１５％ １⽇につき２，５８５円（税込み）徴収。

保険医療機関及び保健医療担当規則

なお、衛⽣材料等の治療（看護）⾏為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴
収や「施設管理費」等の曖昧な名目での徴収は⼀切⾏っておりません。

対象となる⽅ １８０⽇を超えて⼊院され、⼊院医療の必要性のない患者様。具体的には、医師の判断によ
り退院を許可されていても、⾃己の選択により⼊院を希望されている場合。
対象とならない⽅ 厚⽣労働省が定める状態にある⽅、医師が継続して積極的な⼊院治療の必要を認めてい
る⽅。


